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Ⅰ．佐藤木材工業株式会社 社有林「森林管理計画」の概要 

 

１．森林の所有者 ： 佐藤木材工業株式会社 代表取締役社長 佐藤教誘 

    紋別市上渚滑町４丁目１番地 

２．森林の管理者  ：  佐藤木材工業株式会社 

 

３．認証の区域    ： 佐藤木材工業株式会社 社有林 

紋別市藻別字藻別 1963 番地外 3 団地 

４．対象森林面積  ：  628.41ha 

（紋別市藻別社有林：574.89ha、滝上町大正社有林：53.52ha(新規追加)） 

※滝上町の「大正社有林」については、森林整備が進んだことから、この度の

「第二期更新」にあたって、認証区域の追加申請が為された。 

 

５．地域の概況 

認証の対象となる佐藤木材工業(株)社有林は、北海道北東部の網走西部森林計画区のほぼ中央－ウ

エンシリ岳、天塩岳などの北見山地よりオホーツク海に流れる渚滑川流域の滝上町と紋別市に所在

する民有林である。 

 地域の年平均気温は 5.7℃で、年間降水量670mm、降雪は比較的尐ないが、冬期間には、沿岸部一面

が流氷に覆われる。そのため、冬期間の寒さは厳しいものの、寒暖の差が著しく、日照時間に恵ま

れている気候である。地況はオホーツク海側に起伏する海抜高 20～250ｍの山地及び丘陵性の緩や

かな地形で、地質は古生層の基岩からなり、一部に中生層もみられる。土壌は褐色森林土Ｂ群のＢ

D 及びＢD(d)で、重粘な土質もみられる。 

 地域の森林率は 80％を超え、内陸部を中心に森林面積の 62％が国有林で、その他大企業などの所有

林も多い。人工林率は 41％と比較的高く、その造林樹種は、トドマツ、カラマツの順に多く、これ

らで全体の 8 割を占めている。天然林の大部分は 1910 年～1914 年に北見地方一帯に多発した山火

事跡地に再生した天然生二次林といわれている。 

 地域の基幹産業は、オホーツク沿岸で行われる漁業だが、林業への関心も高く、平成 16 年に同社社

有林が SGEC 森林認証を取得したのを皮切りに、地域の国有林や道有林、大企業の社有林などの取

得が相継ぎ、地域の森林の 8 割が SGEC 森林認証を取得しているという日本一の森林認証エリアを

形成している地域である。 

 

６．対象森林の現況 

（１）佐藤木材工業㈱の沿革 

 佐藤木材工業㈱は、昭和７年に創業。下駄製造を開始する。昭和 32 年、国有林・道有林での素材生

産を開始。昭和 41 年、チップ工場を設立。昭和 40 年、パルプ原木確保と造材班の閑散期における

雇用維持のため、藻別第２社有林を購入。昭和 50 年まで社有林を購入して現在に至る。 

 昭和 42 年に割箸製造開始（現在は中国に生産拠点を移転）。平成２年より間伐材を使用した割箸生

産を開始する。このことがきっかけとなり、平成８年、間伐材製材工場を設立。平成 12 年には、



 3 

やまさ(協)集成材工場を設立した（系列協同組合であり、実質的に一体）。 

 なお、滝上町の「大正社有林」は、整備が進んだことから、この度の「第二期更新」にあたって、

認証区域の追加申請が為されたものである。 

 

 【紋別市内社有林(藻別第１～３)の概況】 

藻別社有林は、総面積 574.89ha で、全社有林の約 75％を占める。藻別川を挟んで東側に藻別第

２社有林（477.89ha）、西側に藻別第１・３社有林（97.00ha）がある。 

  カラマツ・トドマツ人工林のほか、天然林はミズナラ、シナノキ、センノキ、ハルニレ、イタヤ

カエデ、カバ類の二次林がほとんどで、一部、ミズナラ、シラカンバなどの一斉林もある。天然

林（広葉樹等）の下層にトドマツを樹下植栽した複層林（117.76ha）も見られる。循環型の路網

整備しており（路網密度は約 50ｍ）、近年は、高性能林業機械を利用した帯状択伐（10ｍ伐採、

15ｍ残し）も行っている。 

 

 【滝上町大正社有林(追加対象)の概況】 

  滝上町に所有する同社社有林の内、大正社有林(53.52ha)は、その大半を占める団地で、昭和４８

年に数名の所有者から購入した。当時はチップ工場を新設して間もない時期で、原料の供給等を

考慮し備蓄林として保有したものである。 

取得後、伐採跡地には人工造林、天然林の疎林部分には樹下植栽を行なうとともに、人工林の除・

間伐や天然林改良事業を随時行い資源の充実に努めてきている。 

渚滑川の上流域に位置するため、全域が水土保全林に区分されている。 

 

【団地別・林種別内訳】                    2008 年森林調査簿より 

カラ トド アカエ
その他

針葉樹

下木

カラ

下木

トド

上木

カラ

上木

T-L
針葉樹 広葉樹

84.20 19.08 0.68 117.76 5.92 235.08 0.68

22,498 4,204 111 19,886 10,543 1,145 1,480 2,096 21,508 49,940 33,531

54.71 3.76 0.36 26.77 1.12

14,224 906 77 7,871 33 23,078 33

6.60 1.04 2.64

1,581 250 235 2,066

1.16 30.04 0.80 0.76 20.76

348 7,316 246 94 50 1,868 8,004 1,918

146.67 53.92 3.32 1.16 26.77 118.52 5.92 256.96 0.68

38,651 12,676 346 323 19,980 7,871 10,593 1,145 1,480 2,096 23,409 83,088 35,482

天　　然　　林
無
立

木
地

単　　　層　　　林 複　　　層　　　林 単　層　林

天然性

混交林

藻別第2社有林
14.49 477.89

名　　称

人　　　工　　　林

藻別第1社有林
86.72

藻別第3社有林
10.28

備　　考
上段は面積　　単位；ha

下段は蓄積　　単位；ｍ
３　　

（混交林・合計欄の蓄積は左記がN、右記がLの蓄積）

滝上町

大正社有林

53.52

合　　計
14.49 628.41

 

 

（２） 森林資源の構成 

今期の森林認証更新にともなって、前記滝上町大正社有林が加わったこと及び、藻別社有林におい

て平成 16 年と 18 年に相継いで台風等による風倒害が発生し、被害跡地の復旧造林や複層林(樹下

植栽)造成を行ってきたことなどにより、森林現況は前期認証時と変化している。 

対象となる森林の現況は、628.41ha で、人工林率は 56％と周辺地域の平均を上回っている。 
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樹種別に見ると、カラマツ単層林 23%、トドマツ単層林 9%、その他針葉樹が 1%、カラマツ複層林

4%、トドマツ複層林 19%、天然林が 44%となっている。 

人工林を齢級別に見ると、間伐期の６～９齢級で 9１％、主伐期に相当する 10 齢級以上は１％と齢

級的にはかなりの偏りが見られる。 

当面の課題は、災害復旧等で遅れ気味の間伐を確実に実施して行くことと、人工林の長伐期化－受

光伐等による複層林化を計画的に進めるなどして、偏りが見られる齢級の平準化を図ることである。 

 

【樹種・齢級別資源構成表】 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16以上

11.48 44.80 66.96 23.43 146.67

2,755 11,180 17,864 6,852 38,651

1.89 5.72 12.12 29.67 4.16 0.36 53.92

1,105 2,740 7,540 1,201 90 12,676

2.64 0.68 3.32

235 111 346

0.36 0.80 1.16

77 246 323

26.77 62.36 35.68 20.48 145.29

9,022 6,468 4,490 19,980

7,871 7,871

28.66 76.48 86.56 99.56 54.58 4.16 0.36 350.36

12,012 18,830 25,094 22,620 1,201 90 79,847

5.92 5.92

2,096 2,096

0.84 1.00 15.48 7.12 31.16 22.60 43.84 89.92 4.88 40.12 256.96

23 32 709 564 2,120 1,866 3,761 8,992 707 4,635 23,409

14.49 14.49

2,625 2,625

1,710 647 384 2,503 695 2,639 2,015 10,593

0.84 1.00 15.48 7.12 31.16 22.60 43.84 89.92 4.88 60.53 277.37

23 32 2,419 564 2,767 2,250 6,264 9,687 3,346 11,371 38,723

28.66 77.32 87.56 115.04 61.70 35.32 22.96 43.84 89.92 4.88 60.53 627.73

12,035 18,862 27,513 23,184 3,968 2,340 6,264 9,687 3,346 11,371 118,570

0.68

28.66 77.32 87.56 115.04 61.70 35.32 22.96 43.84 89.92 4.88 60.53 628.41

12,035 18,862 27,513 23,184 3,968 2,340 6,264 9,687 3,346 11,371 118,570

林
種

区　分 齢　　　　　　　　　　　　　級
合計

樹　種

藻別及び大正社有林の合計（2008年森林調査簿より）　　　　　                 上段：面積Ha/下段蓄積㎥

人
工
林

カラマツ

トドマツ

アカエゾ

その他針

人工林計

樹下植栽

（下）

樹下植栽

（上）

無立木地

合計

天
然
林

針葉樹林

広葉樹林

混交林

天然林計

立木地計

樹下植栽

（上）

 

 

（３）機能区分、制限林・保護林等の状況  

対象森林の市町村森林整備計画における機能別区分は下記の通りで、「森林と人との共生林」に指

定された森林及び、自然公園や保安林等の制限林はない。 

 

【機能区分別概況】 

林種 

 

機能区分 

人工林 天然林等 計 

面積 

ha 

蓄積 

㎥ 

成長量 

㎥/年 

面積 

ha 

蓄積 

㎥ 

成長量 

㎥/年 

面積 

ha 

蓄積 

㎥ 

成長量 

㎥/年 

水土保全林 32.76 8,004 214 20.76 1,918 19 53.52 9,922 233 

森林と人との共生林          

資源循環利用林 317.88 71,853 2,048 257.01 36,795 287 574.89 108,648 2,335 

合 計 350.64 79,857 2,262 277.77 38,713 306 628.41 118,570 2,568 
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（４）路網の整備状況 

林道・作業道の開設に熱心に取り組んでおり、対象森林内の公共林道と作業道を合わせた路網延長

は 3 万ｍを超え、林内路網密度は、48.2ｍ/ha である。 

作業路は、随時、側溝や路面整備及び砂利敷き等を行い走行しやすいように管理がされている。 

【林道・作業道の整備状況】 

  

団地名 

面積 公共林道 作業道 路網延長 路網密度 

(ha) (m) (m) (m) (m/ha) 

藻別第２社有林 477.89 3,300 20,000 23,300 48.8 

藻別第１・３社有林 97.00  5,500 5,500 56.7 

大正社有林 53.52 1,300  1,300 24.3 

合 計 623.85 4,700 25,500 30,100 48.2 

 

（５）森林の管理体制 

対象森林の管理は、同社社有林管理総括責任者の下に SGEC 森林認証管理担当者を選任して、認証

林の「森林整備の基本方針」や「環境方針」に基づき常に調査・管理を行っている。 

森林施業に関しては、各種補助事業に関わる施業は、主にオホーツク中央森林組合や下請け業者に

委託して実施している。 

また、同社山林課の造林班には、林業技士 5 名、グリーンマイスター研修終了者 8 名を配置して、

主に国や道・市有林の森林整備に参加しながら、閑散期には社有林の整備も行っている。 

山林課が保有する林業機械は、ブルドーザー８台、グラップル３台、グラップルソー４台、フェラ

バンチャー２台、フォワーダ１台等である。 

 

７．施業履歴・森林被害等の記録   

（１）施業履歴(過去 5 年間) 

 主伐期に達する人工林が尐ないため、施業の中心は保育作業が中心である。 

 平成 20 年度から、40 年生以上のカラマツ林において複層林造成を目的とした受光伐(概ね樹高程度

の幅の帯状伐採)をはじめている。 

年度 
造林

(ha) 

下刈

(ha) 

除伐

(ha) 

間伐

(ha) 

材積

(㎥) 

皆伐

(ha) 

材積

(㎥) 

材積合計 

(㎥) 
摘  要 

H16      20.00 1,273 1,273 
※皆伐は、カラマツ人工林

における受光伐（帯状伐採） 

H17 7.72 7.72 3.32       

H18 19.06 26.78 60.56 69.28 1,071 1.89 92 1,163 
※皆伐は、風倒被害地 

の災害復旧 

H19 1.89 26.78 78.36 31.39 113 0.68 33 146 
※皆伐は、風倒被害地 

の災害復旧 

H20 0.68 29.35 20.80   15.12 578 578 
※皆伐は、カラマツ人工林

における受光伐（帯状伐採） 

合計 29.35 90.63 163.04 100.67 1,184 25.41 1,976 3,160  

※ 平成 16 年 9 月には台風、平成 18 年 10 月には発達した低気圧による倒木被害が発生し、これらの

災害復旧に計画外の整理伐や抜き切り作業が発生している。 
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（２）森林被害（病虫獣害・森林火災・気象害）の記録（過去 5 年） 

対象森林では、平成 16 年の台風によって人工林 24.44ha に散発的被害、平成 18 年 10 月上旬には

発達した低気圧による天然林と人工林併せて 24.16ha の大規模な倒木被害と、近年気象害が相継い

でいる。特に平成 18 年の低気圧による被害は大きく、災害復旧のため、集団的倒木被害にあった

箇所は整理伐・復旧造林を実施し、部分的な被害で済んだ箇所は間伐や抜き切り作業を行い、20 年

度末にはほぼ完了している。 

その他には、野鼠害やエゾシカによる被害が発生しているが、いずれも散発的で、問題となるよう

な被害とはなっていない。 

なお、過去にカラマツの新植地で、道の補助事業による殺鼠剤の空中散布が行われている。これに

ついては、「森林病害虫等防除法」及び「農薬取締法」などの関連法令に基づき、事前の発生予察

に基づき、必要最小限に限って使用していることを、紋別市の担当者に確認した。 

 

（３）モニタリング 

同社では、SGEC 認証取得後、「森林資源モニタリング調査」を追加実施している。この調査では、

毎年 5 カ所、5 年間で計 25 カ所のﾌﾟﾛｯﾄを設置して、毎木調査と植生調査が行われている。 

前期で一巡した為、今後は、設置したﾌﾟﾛｯﾄの5 年後の変化を順次追跡調査していく予定である。 

この調査ﾃﾞｰﾀは、分析・記録されており、調査簿等の補正に役立てられてきている。 

また、通常の巡視時及び、保育等の作業完了時に、「社有林モニタリング調査実施要領」及び、「レ

ッドリスト種保護に関するマニュアル」に基づいた「森林管理モニタリング調査」を行っており、

生物多様性情報の収集・保全等の管理に活かされている。 

 

（４）教育・研修に関する記録 

教育実施記録としてまとめられており、労働安全衛生、レッドリスト種保護、作業道開設・素材生

産システムなどに関する技術研修が、体系的に行われている。 

安全衛生管理に関しては、社員安全衛生管理体制を組織化し、「社有林の作業員対象の安全衛生教

育マニュアル」に基づく、安全衛生教育等を実施している。 
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８．経営方針 

 同社では、SGEC の基準・指標に沿った森林施業を遵守するため、「森林整備の基本方針」及び「環

境方針」を作成して、対象森林の管理・経営にあたっている。 

 概要は次のとおりである。 

【森林整備の基本方針(概要)】 

社有林の特性・実態に沿って、大径材生産を目標に高収益林分を造成し、収穫の保続を図るととも

に、適切な森林施業を通じて、水土保全・二酸化炭素の固定・生物多様性の保全・保健休養など、

森林の公益的機能の維持・向上を通して、地域社会に貢献する。 

 具体的には、 

 １） 自然力を活用した経済的・合理的な施業に努め、森林の造成に当っては、人工造林やかき起し

による天然更新など積極的な施業による確実な更新を図り、森林機能の早期回復を図る。 

 ２） 傾斜や土質などの立地条件に配慮した施業を選択するとともに、大面積の皆伐は避け、複層林

施業や長伐期施業の導入を積極的に進める。 

 ３）齢級の平準化に配慮した伐採や植栽に努めるとともに、間伐や枝落しを行い、品質の高い木材

の安定的な生産を目指す。 

 ４） （施業方法で育成複層林を将来目標とする）天然林及び樹下植栽林は、生物多様性の保全に配

慮して非皆伐施業を原則とし、択伐か傘伐施業を取り入れ、孔状面にはトドマツを植え込むな

どして、土地生産力を高め、諸害に対し抵抗性の強いとされる針広混交林に誘導する。 

 ５） 保育に当っては、現況ならびに目標林型に適合する適正施業に努め、林分の保全を図る。 

  ６）社有林経営基盤の改善を図るため作業路の整備拡充を計画的に推進し、作業費低減による木材

の有効利用と収穫収入の向上を図る。 

 ７）森林整備に当っては、隣接する森林所有者と話し合いの機会を設けるなど、地域とのバランス

を考慮した森林整備を進める。  

 

【環境方針(概要)】 

林業・林産業の業務を通じて、地域の自然環境や生活環境の維持・改善に積極的に関与し、持続可

能な社会の形成に貢献するために下記の事項を念頭において事業活動を行う。 

 １）持続可能な森林経営 

SGEC の基準・指標に適合した森林施業を遵守し、持続可能な森林経営を積極的に推進する。 

  ①天然林の収穫施業は非皆伐を原則とし、択伐、傘伐等を行い複層林へ誘導して収穫の保続を図

る。 

  ②公益的機能の持続的な発揮が図られるよう、多様な階層構造を有する森林の造成に努める。 

 ２）森林生態系の保全 

  自然環境保全と事業活動の調和を図り、生物多様性の保全に努める。 

  ①下層植生の発達を促すため、適切な保育・間伐等を実施する。 

  ②鳥獣の棲家となる枯損木や空洞木、木の実等の食餌木を適度に残置し、野生生物への配慮に努

める。 

  ③地域の専門家の協力を得て、野生動植物の把握に努める。 
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 ３）水土保全 

  下流域の水資源の確保に努める。 

  ①降雨等により河川が汚濁する恐れのある沢沿いの森林について伐採は行わない。 

  ②河川の生態系を維持するため、水辺林は極力伐採を控え残置するよう努める。 

 ４）省エネルギー 

  化石燃料の削減に努める。 

  ①環境保全、資源保護、再生産に優れた資源、資材の導入に努める。 

  ②工場から出る端材は乾燥機の燃料に活用する。 

 ５）炭素固定 

  木質資源の有効活用に努める。 

  ①森林育成事業を推進し、温暖化防止等の森林の果たす諸機能の維持・向上に努める。 

  ②間伐材等の小径木を作業路の止水材や土留材等に活用するとともに、小動物の成育・繁殖を妨

げない処置を講じる。 

 ６）廃棄物の削減 

  廃棄物の削減・適正処理、製品のリサイクル、リユースの向上に努める。 

  ①オガ屑やバークを家畜の敷き料等として地元農家に還元する。 

  ②林地残材や利用可能な間伐材等の有効利用に努め、炭素固定機能の向上に努める。 

 ７）生活環境の保全 

  認証林が地域住民の共有の財産であることの証として、社有林を森林レクリエーションの場等に

開放する。          

  ①地域住民の要請に応じて山菜採取等を通して交流の場に開放する。 

  ②作業路等に、チップを埋設した遊歩道を整備して森林浴による森林療法に役立てる。 

 ８）森林環境教育の推進 

  社有林を地域の児童や住民に森林教育の場として活用するよう働きかける。 

  ①子ども会等に働きかけ、森林教室や巣箱掛け活動に開放する。 

  ②環境教育の場としての森林整備を進めるとともに、イベント参加や見学・体験学習を組み合わ

せた森林環境教育の取組を計画していく。 

 ９）その他          

  ①事業活動の全ての段階で環境への直接、間接影響を評価して環境負荷の低減に努める。 

  ②環境負荷の低減、或は環境貢献の推進が生産向上や生産コストの削減等に結びつき競争力の強

化になる事を全ての従業員に周知徹底する。 

 

９．施業指針の概要 

同社社有林の森林施業にあたっては、法令遵守と森林施業計画認定基準に準拠した同社「「生物多

様性の保全」を考慮した施業方針」を作成し、森林整備を進めている。 

概要は以下の通り。 

【施業指針(概要)】 

 １）施業計画の編成方針 

  施業計画は各市町が設定したゾーニング区分に準処した機能区分で林分配置するが、周辺地域と
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のバランスを考慮し、これらの林分が生物多様性保全の観点からランドスケープレベルで適切に

配置されているか検討する。また、広葉樹の導入や複層林化、針広混交林への誘導にも積極的に

取り組む。 

２）伐期齢 

樹  種 カラマツ トドマツ アカエゾ 天然林 L 

標準伐期齢 50 年 65 年 100 年 120 年 

長期伐期齢 60 年 80 年 
  

 ３）収穫計画 

  (１)主 伐 

   ① 人工林 

人工林の主伐は、採算性の優れている林分において、樹種毎の生産目標に対応する径級に達

した時に行う。 

 

樹 種 

標  準  的  な  施  業  体  系 

生産目標 仕立目標 期待径級 主伐時期の目安 

カラマツ 一般材生産 中庸仕立 29 ㎝ 50 年（500 本/ha） 

トドマツ 一般材生産 中庸仕立 38 ㎝ 65 年（420 本/ha） 

アカエゾ 一般材生産 中庸仕立 30 ㎝ 100 年（590 本/ha） 

   ② 天然林 

天然林は原則として非皆伐施業とし、主伐は択伐か傘伐施業により、林分内容の改良並びに

蓄積の充実を図る。 

    ア．皆 伐 

     皆伐は下記の林分を除き、原則として行わない。 

ａ．採算性の優れている林分 

     ｂ．病虫害・気象災害により、皆伐・再造林がやむを得ない林分 

     ｃ．天然更新が可能な林分 

    ※（やむを得ず皆伐を行う場合は）５ha 以内の小面積皆伐とし、沢筋や隣接林分との間には、

十分な保護樹帯(概ね樹高以上)を確保する。 

    イ．択 伐 

     天然林は原則として非皆伐施業とし、択伐は成長衰退の著しい老齢木や後継樹の成長を阻

害している不良木の多い林分で行い、林分の質と量の充実に努める。 

      a．樹下植栽林分は、択伐及び傘伐等を取り入れ複層林に誘導する。 

     b．伐採は、成長量以内で保続的に計画する。 

  (２)間 伐 

   ① 人工林 

ア．間伐は主伐までに３～５回実施する。 

イ．伐採量の算定に当っては、相対照度、収量比数、林分密度管理図等を参考に決定する。

ウ．伐採木の選定は、定性間伐を主体とするが、作業形態により定量間伐も取り入れ、間伐 
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 収入にも配慮する。 

エ．低密度の林分は、樹幹の閉鎖状況に応じて適期に間伐を実施する。 

   ② 天然林 

天然林の施業方法 

林 相 林  型 林 齢 施業方法 解   説 

広葉樹林 一斉林 30 除間伐 

（樹種淘汰） 

直径９cm 程度の、枝下高４m の形

質良好な立木が多い林分。 

〃 中間 下層木整理伐 下層木の利用と天然更新開始。 

孔状面にトドマツを植え込む。 

〃 60 保育間伐（最終

立て木の決定） 

立て木、ha ２００本前後。 

一斉林 

↓ 

Ⅱ段林 

80～120 利用伐（主伐）

整理伐（上層木

の立て木決定） 

母樹保残。 

上層木の配置を行い、他は整理伐。 

択伐・傘伐を主とする。 

孔状面にトドマツを植え込む。 

混交林 Ⅱ段林  整理伐 上層の広葉樹の配置を定める。下層

の針葉樹の成長を図る。 

広葉樹林 複層林  択   伐 単木択伐及び群状択伐 

 

４）更 新 

   ① 人工造林 

       人工造林事業は適地適木を基本として、気候、地形、土壌等の自然条件や森林資源の構成

  及び既往の造林地の成林状況を勘案して、下記の箇所を対象に実施する。 

ア・採算性の優れている箇所。 

    イ．病虫害・気象災害等により、皆伐・再造林がやむを得ない箇所。 

※ 施業に当っての留意事項 

     ａ 気象害の恐れがある箇所には、保護木・保護樹帯の配置に努める。 

ｂ 病虫害等の発生に配慮して、同一樹種の大面積造林は行わない。 

     ｃ 河川の本来的な役割と機能を損なわないよう水辺林の保全を図る。 

ｄ 下層植生の損傷防止に配慮した施業に努める。 

     ｅ 皆伐した場合は、伐採後２年以内に植栽等により更新を図る。   

   ② 天然更新 

    下種及び萌芽更新が可能な箇所。（地掻き等の補助手段による場合も含む） 

 

10.その他          

（１）地域への貢献 

地元の愛好者などで開催している「紋別スキーマラソン大会」には、同社社有林の林道を毎年提供

して運営に協力してきている。 

同社では、認証林の存在が、地域住民の共有の財産であることの証を示すことが森林経営には重要

と考えており、適切な林業経営を行い環境保全に努めるとともに、地域住民の自然学習や憩いの場

として触れあえる機会を増やすよう努めている。 
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（２）森林環境教育などの取り組み 

林道の主要な入り口に案内板を設置するとともに、各所に木製ベンチを設置するなど、市民が自然

とふれあう機会を積極的に提供してきている。 

今後さらに、教育の場としての森林整備を進めるとともに、イベントや見学・体感学習を組み合わ

せた森林環境教育の取組を計画していく考えである。 

 

（３）生物多様性の保全への取り組み 

野生生物の生息・生育環境の保存に配慮するため、「「生物多様性の保全」に配慮した施業方針書」

を作成するとともに、「レッドリスト種保護に関するマニュアル」を作成し、水辺林・保護樹林帯

の残地などを定め、希尐動植物の保全に注意を払っている。 

また、地元専門家の協力を受けながら、社有林の動植物調査(野鳥・植物)を継続して行ってきてお

り、それらを通して収集された記録をもとに、小冊子「希尐野生植物の手引き」をまとめ、関係職

員に配布して、希尐動植物の把握に努めている。 
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確認資料一覧 

・網走西部地域森林計画（平成 21 年～30 年度） 

・紋別市森林整備計画（平成 16 年～25 年度） 

・滝上町森林整備計画（平成 21 年～30 年度） 

・森林施業計画認定書（写し） 

・森林施業計画書 (平成 19 年～23 年度) 

・伐採計画と造林計画（平成 19 年～23 年度） 

・社有林森林調査簿 

・社有林樹種別齢級別資源構成表 

・認証森林の機能区分ごとの森林の概況（人・天別森林面積・蓄積・成長量）  

・航空写真 

・社有林の栞（社有林の概要） 

・社有林位置図（紋別市・滝上町） 

・藻別第１・第３社有林林相現況図  

・藻別第２社有林林相現況図 

・大正社有林林相図 

・藻別第１・第３社有林ランドスケープ計画図 

・藻別第２社有林ランドスケープ計画図 

・大正社有林ランドスケープ計画図 

・森林整備の基本方針（経営方針） 

・環境方針書 

・「生物多様性の保全」を考慮した施業指針 

・社有林モニタリング調査実施要領 

・レッドリスト種保護に関するマニュアル 

・林野火災予消防遵守事項 

・作業現場における油類の取扱規程 

・社有林の作業員対象の安全衛生教育マニュアル 

・作業路の開設基準 

・林業薬剤管理マニュアル 

・造林事業仕様書 

・造林作業基準 

・造材作業仕様書 

・伐出作業マニュアル 

・社有林施業計画対実績表 (平成 16 年～20 年度) 

・社有林森林各種被害履歴 (5 年間の被害と対処：平成 16 年～20 年度) 

・「希尐野生植物の手引き」（社有林モニタリング等の結果として） 

・社有林の管理体制図 

・現場作業員対象の教育・研修等の実績 

・視察・イベント等の受入実績
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Ⅱ．審査経過   

佐藤木材工業株式会社 社有林の更新審査経過 

審査は、(社)全国林業改良普及協会の児島裕、宇佐美均、坂東忠明の３名が担当した。 

 

【書類確認】 

平成 21 年 7 月 29 日／審査申込 

（内 容） 

審査申込書及び関係資料を受付、提出された関係書類に基づく質疑・応答の後、新しいＳＧＥＣの

基準・指標・ガイドラインに基づいた別紙「全林協審査判定表」の 66 項目を更新「審査要件」と

することを伝えた。 

 

【現地審査】 

平成 21 年 8 月 25 日～27 日 

（場 所） 

 佐藤木材工業株式会社及び社有林（北海道紋別市・滝上町内） 

 

（審査員） 

(社)全国林業改良普及協会認証審査ｾﾝﾀｰ  児島 裕 

       同      専門審査員 坂東忠明 

（立会者） 

佐藤木材工業株式会社 取締役社長   佐藤教誘 

同社     常務取締役   岡本憲一 

同社     山林部参事   水戸 勝 

    同社     旭川営業所所長 西田岩夫 

（聞き取り対象） 

紋別市役所産業部農政林務課 参事   野呂田厚司 

滝上町林政課 課長          吉田哲治 

オホーツク中央森林組合 代表理事専務 永井功一 

滝上町森林組合 技師         鳴島隆吉 

紋別木材協同組合 専務理事      山田 龍 

 

（内 容） 

関係書類及び現地調査によって、対象森林の自然条件、施業状況、社会環境を把握するとともに、現

場担当者、行政関係者への面談を行い下記事項の確認を行った。 

１．地域の森林の概況・林業・林産業の状況について聞き取り及び関連資料の確認。 

２．地域森林計画及び市町村森林整備計画における指定施業要件等の確認 

３．現地調査による管理森林の管理状況の把握 



 14 

４．更新された森林簿・及び森林計画図の現地照合 

５．対象地域の自然環境及び野生動植物の概況について 

６．希尐野生動植物種等、野生動植物の生息・生育状況調査等の実施状況について 

７．地域における森林環境教育・レクリエーション活動について 

８．佐藤木材工業(株)の SGEC 森林認証取得後の取組について 

９．佐藤木材工業(株)の地域に対する貢献について 

 

【審査判定】 

 

平成 21 年 9 月 4 日／審査委員会 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士       山根明臣 

元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

木構造振興（株）専務取締役・農学博士 西村勝美 

東京農工大学教授・農学博士      土屋俊幸 

（社）林木育種協会理事        真柴孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会 専務理事  渡辺政一 

(社)全国林業改良普及協会       児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会       野田昭一 

(社)全国林業改良普及協会       宇佐美均 

 

(内容)  

「審査要件」及び「確認審査」内容に基づいた審査結果を審査委員会に諮り、審査決定を行った。 

 提示資料及び現地確認審査による審査判定表の内容から、申請森林は SGEC 森林認証に値する管理

がされていると認められた。 

 （判定内容については、判定事由書参照） 
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Ⅲ．判定事由書 

佐藤木材工業株式会社社有林の審査における判定事由 

 

【審査判定】 

ＳＧＥＣの定める新しい基準・指標・ガイドラインに準拠した「全林協森林認証審査判定表」の 66

項目について審査を行い、審査委員会に諮ったところ、佐藤木材工業株式会社社有林は、認証に価す

る管理がされていると判定された。 

 なお、審査委員会により、下記項目について、「向上目標」が付記された。 

 

【向上目標】 

 

基準 2-3 に関して 

今後とも RDB 種の把握に努め、専門家の助言に従った適切な保護対策の実行に努められたい。 

 

基準 7-1 に関して 

モニタリングの継続によって、所有山林の状態を常に把握するよう努め、今後の森林施業に役立て

ること。 
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【判定事由】 

 

基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 

 

１－１．土地、森林資源などの所有者・管理者が明確である。 

 

 １－１－１／妥当である 

佐藤木材工業(株)社有林(以下:同社社有林)は、昭和 40 年代にパルプ原木確保と造材班の閑散期におけ

る雇用維持のため、佐藤木材工業(株)が購入し、整備してきた森林である。 

滝上町「大正社有林」は、整備が進んだことから、この度の「第二期更新」にあたって、認証区域の

追加申請が為された。 

「森林調査簿」「社有林位置図」「社有林林相図」及び「航空写真」が常備されており、それらを基に

現地で確認した。 

 

１－２．対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、 樹種又は

林相、林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されている。 

 

 １－２－１／妥当である 

樹種、林相、林齢、立木材積等が明示された「森林調査簿」が常備されている。データは GIS などを

利用して精度向上に努めており、5 年おきの森林調査時に更新されている。 

 

１－３．対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭である。 

 

 １－３－１／妥当である 

「藻別第２社有林、藻別第１・３社有林林相図」及び「大正社有林林相図」が常備されている。 

上記に基づき、現地確認を行ったところ、対象林の位置は明確であることを確認した。 

 

１－４．森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立されている。管理計画の

中で、森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に関する基本方針が策定されて

いる。 

 

 １－４－１／妥当である 

紋別市長及び滝上町長により認定された「森林施業計画書」（19 年度更新／平成 19～平成 24 年）及

び認定書の写しを常備している。 

基本方針については、上記施業計画の「森林施業の実施に関する長期の方針」及び同社「森林整備の

基本方針」によって明確にされている。 

なお、前期間中の H16 年、18 年に台風等による気象害が相継いで発生したが、その被害処理及び復

旧造林は的確に行われていることを確認した。 
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 １－４－２／妥当である 

対象森林は、上記基本方針によって、市町村森林整備計画に基づく、「水土保全林」、「森林と人との共

生林」(該当なし)及び「資源の循環利用林」に機能区分され、それぞれ「望ましい森林の姿」と「整

備および保全の基本方針」が明示されている。 

さらに同社では、同社「森林整備の基本方針」を作成し、団地林分ごとの整備目標を明確にしている。 

 

 １－４－３／妥当である 

同社では、「佐藤木材工業(株)環境方針書」を提示しており、「持続可能な森林経営」、「森林生態系の

保全」等を念頭に、「SGEC の基準・指標に適合した森林施業を遵守」した事業活動を行うことを明

示している。 

なお、同社「森林整備の基本方針」においても、「森林施業を通じて、水源涵養、国土の保全、ＣＯ2

固定、生物多様性の保全や保健休養の場の提供等、森林の持つ多種多様な公益的機能を高め、地域に

貢献する」ことを掲げている。 

 

１－５．森林管理計画に即した森林管理を実行しうる管理体制と経営が行われている。 

 

 １－５－１／妥当である 

対象山林の管理は、同社山林課が行っている。 

実行組織としては、山林課直属の造林班を持つとともに、事業の内容によって、地元の「オホーツク

中央森林組合」や協力会社への作業委託によって実行されている。 

 

 １－５－２／妥当である 

「森林施業を通じて、水源涵養、国土の保全、ＣＯ2 固定、生物多様性の保全や保健休養の場の提供

等、森林の持つ多種多様な公益的機能を高め、地域に貢献する」とした「森林整備の基本方針」の下、

森林災害の早期復旧を図るなど、地域の先頭に立って経営内容の改善に努めている。 

 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１．生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が定められているととも

に、主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が定められている。 

 

 ２－１－１／妥当である 

同社有林は、45％以上を天然林が占めるなど、針葉樹と広葉樹がバランスよく配置された北国らしい

ランドスケープを形成している。 

ランドスケープレベルでは、「網走西部森林計画区」に位置し、所在する「市町村森林整備計画」によ

って、生物多様性保全をふまえた機能区分がなされ、管理方針が定められている。 

また、同社「森林整備の基本方針」及び「「生物多様性の保全」を考慮した施業方針」が定められてお

り、人工林・天然林それぞれについて、生物多様性の保全に配慮した技術指針が定められている。 
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 ２－１－２／適用除外 

現地確認により、上稲子山林には原生林またはそれに近い天然林がないことを確認した。 

 

２－２．対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、 

 草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められている。 

 

 ２－２－１／妥当である 

社有林を人工林（樹種別）、天然林及び河川等に色分けした「社有林林相図」を作成して、構成要素を

把握している。 

同社では、「レッドリスト種保護に関するマニュアル」に基づき、地元専門家の協力を受けながら、社

有林の動植物調査を継続して行ってきており、それらを通して収集された記録をもとに、小冊子「希

尐野生植物の手引き」をまとめて関係する職員に配布するなど、希尐動植物の把握と保護管理対策の

徹底に努めている。 

 

 ２－２－２／妥当である 

現地確認により、水辺林は適切に保全されており、カラフトマスやサケが遡上する良好な水辺環境が

維持されている。 

なお、「森林整備の基本方針」「「生物多様性の保全」を考慮した施業方針」において、水辺林の保全が

定められており、「社有林林相図」において水辺林の位置が明確に示されている。 

 

２－３．絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が 

 図られていること。 

 

 ２－３－１／妥当である （向上目標付記） 

前記のように同社では、地元専門家の協力を受けながら、社有林の動植物調査を継続して行ってきて

おり、それらを通して収集された記録をもとに、小冊子「希尐野生植物の手引き」をまとめて関係す

る職員に配布して把握に努めている。 

社有林周辺では、いくつかの RDB 掲載種の分布が確認されており、地元行政や専門家とともに、こ

れらの詳細な生息状況の把握に努めている状況である。 

 

 ２－３－２／妥当である 

同社有林周辺で、しばしば見られる森林性の RDB 掲載動物としては、クマゲラ(Vu)が上げられる。 

同社では、「「生物多様性の保全」を考慮した施業方針」を定め、野鳥等の生息に必要と思われる営巣

木・給餌木を保護することとしており、空洞木などが適宜残されている。 

 

２－４．下層植生を含め自然植生の保護に努めること。 

 

 ２－４－１／妥当である 

現地確認により、下層植生や林縁植生が良好に維持されていることを確認した。 
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なお、貴重な植生については前記「生物多様性の保全を考慮した施業指針」及び、「レッドリスト種保

護に関するマニュアル」に従って保護措置等を講じている。 

 

２－４－２／妥当である 

林道入り口にゲートを設置しており、社有林内での動植物の採取は、原則的に禁止している。 

また、山火事等防止の観点からも不適切な活動については、森林巡視等により防止に努めている。 

 

 ２－４－３／妥当である 

外来生物法に従い、特定外来生物等の侵入防止に努めている。 

カラマツ等、道内において長年の導入実績がある樹種以外に、新たな外来種を導入する計画はない。 

 

 ２－４－４／妥当である 

路面保護の観点から、作業道に破砕チップ等を敷設している他、カラマツ間伐材とゴムベルトを利用

した横断溝代替品が要所に設置されている。 

同社「「生物多様性の保全」を考慮した施業方針」で、小動物の生育・繁殖を妨げない観点から、法面

を最小限に抑えるとともに、構造物等には積極的に間伐材等を利用するよう定めている。 

 

 

基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１．土壌及び水資源の保全に与える影響を事前に把握し、森林管理計画や実施過程における悪影

響を最小化する。 

 

 ３－１－１／妥当である 

同社「森林整備の基本方針」は、「森林施業を通じて、水源涵養、国土の保全、CO2 固定、生物多様

性の保全や保健休養の場の提供等、森林の持つ多種多様な公益的機能を高め、地域に貢献する」こと

を掲げており、十分に認識されている。 

また、現地においても、伐採面積の縮小・分散、伐採林齢の長期化・複層林化など、環境変化を最小

限にとどめる施業が実行されている。 

 

 ３－１－２／妥当である 

地域森林計画及び市町村森林整備計画によって、土壌・水系の保全のために配慮が必要な場所は「水

土保全林」として区分され、施業の基本的方法とともに公益的機能別森林区域図に明示されている。 

これにより、渚滑川の上流部に位置する滝上町大正社有林は「水土保全林」と区分され、森林整備・

保全の方向性が示されている。 

なお、本対象山林には、保安林指定を受けている森林はない。 

 

３－２．伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護 

 樹帯を設けている。 
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 ３－２－１／妥当である 

近年は、気象害跡地の整理伐以外には、皆伐は行われていない。 

「「生物の多様性」を考慮した施業指針(以下：「施業指針」)」によって、「伐採に当たっては、沢筋や

隣接林分との間に十分な保護樹帯(概ね樹高以上)を確保する」等の基準を設けてあたっている。 

 

 ３－２－２／妥当である 

尾根筋の急傾斜地や沢沿いには、天然林が保護樹帯及び水辺林として残されている。なお、過去の造

林において沢筋近くまで植えられている一部人工林については、今後間伐によって、天然更新を促し

て針広混交林への誘導を図っていく計画である。 

 

３－３．森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能などへの影響を考慮し、

地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されている。 

 

 ３－３－１／妥当である 

同社社有林の一部、渚滑川の上流に位置する大正社有林は、「水土保全林」に区分されており、滝上町

森林整備計画に準拠した「受光伐」などの非皆伐施業を実行する予定である。 

また、他の社有林においても、伐採面積の縮小や非皆伐施業などの措置を講じており、作業の際には、

近隣世帯の飲料水利用などに十分注意した上で、地表面をできるだけ傷めないよう実行するなど、現

場作業員に周知・徹底していることを確認した。 

 

 ３－３－２／妥当である 

上記観点から、「造材作業仕様書」及び「伐出作業マニュアル」を作成し、伐採方法・集材方法・安全

作業・油類の管理・その他を定め、地表面の保護および水質汚濁防止のための作業手順を定めている。 

なお、同社では、昨年国内で初となる最新型のフォイルタイプコンビマシンを導入しており、これま

でのクローラタイプトラクタによる全木集材に比べて、水土保全の観点からも、格段に優れた成果が

期待されている。 

 

３－４．林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化学物質が 

 水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

 ３－４－１／妥当である 

燃料・オイル類については、「作業現場における油類の取扱規定」に従い、適切に管理されていること

を確認した。 

なお、カラマツの新植地に道の補助事業による殺鼠剤の空中散布が行われている。これについては、

実施要領に従い、「森林病害虫等防除法」及び「農薬取締法」などの関連法令に基づき、必要最小限に

限って使用していることを、紋別市の担当者に確認した。 

 

３－５．林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 
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 ３－５－１／妥当である 

林道・作業路の開設は、公共林道の仕様書に基づく「作業路の開設基準」を定めて行っている。 

現地確認により、沢をまたぐ作業路には、暗渠の横断排水溝を設置するなど、水処理に対する配慮が

なされていることを確認した。 

なお、作業路には、随時、側溝や路面整備及び砂利敷き等を行い走行しやすいよう管理がされている。 

 

 

基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１．経済的、社会的、生態的な持続性に配慮し、森林資源調査等に基づいた森林管理計画を作成

し、適切な実行体制が整備されている。 

 

 ４－１－１／妥当である 

同社は「森林施業を通じて、水源涵養、国土の保全、ＣＯ2 固定、生物多様性の保全や保健休養の場

の提供等、森林の持つ多種多様な公益的機能を高め、地域に貢献する」ことを目的とする「森林整備

の基本方針」を作成しており、これに基づいて、個々の森林管理計画を策定し、実施している。 

 

 ４－１－２／妥当である  

同社では、SGEC 認証取得後「森林資源モニタリング調査」を追加実施している。この調査は、毎年

5 カ所、5 年間で計 25 カ所のﾌﾟﾛｯﾄを設置して一巡した。今後は、同ﾌﾟﾛｯﾄの5 年後の経年変化を順次

追跡調査していく予定である。この調査ﾃﾞｰﾀは適切に記録・分析され、調査簿等の補正に役立てられ

ている。 

なお、同社社有林の人工林は、間伐期の 6～9 齢級が 9 割を占め、齢級構成の偏りが顕著である。 

このことは、同社も十分認識しており、択伐と樹下植栽や帯状伐採と植栽を組み合わせた「受光伐」

など、大面積皆伐をともなわない更新方法を積極的に導入して、若齢林の増加に努めている。 

 

４－２．伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲内であり、 適正に配

置されている。 

 大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、 

 それが持続できるよう定められている。 

 

 ４－２－１／妥当である 

森林施業計画によって、年度ごとの伐採・造林・保育計画表が明示され、認定されている。 

 

 ４－２－２／妥当である 

前記「森林整備の基本方針」及び「施業指針」等に従った施業が実施されており、複層林施業や受光

伐(帯状択伐)などの非皆伐施業が随所に導入されている。 

また、人工林の除・間伐に際して、ホオノキやハリギリなどの広葉樹が積極的に残されている。 
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 ４－２－３／妥当である 

平成 16 年及び 18 年に相継いで風倒害を被っており、計画外の整理伐等に忙殺されたが、それ以外の

施業については、認定施業計画に基づいて実行されている。 

 

４－３．伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、 施業の履

歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。 

 

 ４－３－１／妥当である 

施業履歴は、「社有林施業経歴」として年度ごとに整理され、計画と実行の検証も為されている。これ

によって、風倒被害地の復旧造林等が確実に実行されてきたことが確認できる。 

 

 ４－３－２／妥当である 

「森林施業計画書」に林分毎の造林計画が作成されている。 

更新方法は、前記「森林整備の基本方針」及び「施業指針」によって施業基準を定めており、市町村

森林整備計画に準拠している。 

主伐期に達する人工林が尐ないため、施業の中心は保育作業であるが、平成 20 年度から、40 年生以

上のカラマツ林において、複層林造成を目的とした受光伐(樹高程度の幅の帯状伐採)及び、樹下植栽

をはじめている。 

 

 ４－３－３／妥当である 

適地適木の原則によることとしている。 

近年、野鼠害への対応と合理性の観点から、北海道の推奨するグイマツ雑種 F1 による 1000 本/ha 程

度の低密度植栽も検討を始めている。 

なおグイマツはカラマツ同様、外来種であるが、長年の導入実績があり、生態系への影響は尐ないと

されている。 

 

 ４－３－４／妥当である 

植栽地は、定期的な巡視等によって、必要であれば補植が行われている。 

なお、前認証期間中相継いだ台風等による大規模な倒木被害が発生している。集団的倒木被害にあっ

た箇所は、整理伐・再造林を実施し、部分的な被害で済んだ箇所は、間伐や抜き切り作業を行うなど

して、現在は復旧がほぼ完了している。 

 

４－４．天然林についても地域の特性を考慮し適切な森林管理計画が樹立され、的確な更新施業が行

われている。 

 

 ４－４－１／妥当である 

天然林についても、「森林施業計画」が樹立され、認定されており、同社「森林整備の基本方針」及び

「施業指針」で、天然林の施業基準を定めている。 

天然林においては、非皆伐施業を原則としており、カバ類などの一斉林では、間伐した箇所に、トド
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マツを樹下植栽するなどして、針広混交林に誘導している林分（藻別第２社有林）も見られる。 

 

 ４－４－２／妥当である 

天然林については、原則として非皆伐施業によることとしており、「森林整備の基本方針」及び「施業

指針」において、択伐の際の選木区分等の「天然林施業方法」及び、樹下植栽も含めた更新補助作業

などを定めている。 

 

４－５．期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われて 

 いる。 

 

 ４－５－１／妥当である 

前記「森林整備の基本方針」及び「施業指針」によって施業基準を定めており、市町村森林整備計画

に準拠している。 

造林地では、除・間伐に際して、ホオノキやハリギリなどの広葉樹が積極的に残されている。 

 

 ４－５－２／妥当である 

森林施業計画書に保育箇所と保育方法、面積、予定時期（計画及び実績）が明記されている。 

施業履歴は、「社有林施業経歴」として年度ごとに整理され、計画と実行の検証が為されている。 

 

４－６．目標林型への誘導に必要な間伐が適切に計画され、間伐が的確に実行されている。 

 

 ４－６－１／妥当である 

認定森林施業計画書に間伐箇所、面積、予定時期が明記されている。 

対象山林の人工林において、下層植生が消滅したような箇所は見られない。 

 

 ４－６－２／妥当である 

前記「森林整備の基本方針」及び「施業指針」によって施業基準を定めており、市町村森林整備計画

に準拠している。 

人工林では、除・間伐に際して、ホオノキやハリギリなどの広葉樹を積極的に残すとともに、キツツ

キ等のための採餌木も残されていることを確認した。 

 

 ４－６－３／妥当である 

施業履歴は、「社有林施業経歴」として年度ごとに整理され、計画と実行の検証が為されている。 

近年、気象害の復旧作業に忙殺されたため、間伐はやや遅れ気味の箇所もあるが、下層植生が消滅し

たような箇所は見られない。 

 

４－７．森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られ、農薬など化学物質の使用は、法令など

を順守し、かつ必要最小限の使途にとどめている。 
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 ４－７－１／妥当である 

カラマツの新植地では、道の補助事業による殺鼠剤の空中散布が行われている。これについては、「森

林病害虫等防除法」及び「農薬取締法」などの関連法令に基づき、事前の発生予測に基づき、必要最

小限に限って使用していることを紋別市の担当者等に確認した。 

 

 ４－７－２／妥当である 

記録は年度ごとに整理されている。 

野鼠害やエゾシカによる被害が散発的に発生している。 

野鼠害については、北海道の発生予察に従って、前記した薬剤防除等が実施されており、直近では平

成 15 年に実施されている。 

エゾシカについては、まだ問題となるような被害とはいたっていない。 

 

 ４－７－３／妥当である 

同社では、前記の殺鼠剤以外の林業薬剤は使用していない。上記などやむを得ず使用する場合には「林

業薬剤管理マニュアル」に従い、水源地などでは使用しないなど、必要最小限に限って使用すること

としている。 

 

４－８．山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られている。 

 

 ４－８－１／妥当である 

「林野火災予消防遵守事項」を作成し、業務担当者を定め、従業員に対して遵守事項を周知徹底して

いる。 

林野火災発生時の連絡体制を整備し、現場作業班には、衛星携帯電話等による連絡体制を整えている。 

なお、入林者への啓発のための看板を社有林の入口付近に設置している。 

 

 ４－８－２／妥当である 

「林野火災予消防遵守事項」を作成し、緊急連絡網が整備されている。 

消火器、吸着シートなどの資材も準備され、従業員に対する訓練が行われている。 

なお、紋別市の「林野火災予消防対策協議会」に参画している。 

 

 ４－８－３／適用除外 

近年、山林に火災跡地はない。 

 

 

基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枠組 

５－１．日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 

 

 ５－１－１／妥当である 

「森林整備の基本方針」を定め、森林管理、環境保全、労働安全等に関する法令、北海道及び紋別市
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の条例を遵守している。 

 

 ５－１－２／妥当である 

森林管理上必要な法令集は常備している。 

 

５－２．地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されている。 

 

 ５－２－１／適用除外 

社有林には、入会権等の慣習的な利用権はないことを確認した。 

このため、審査委員会により、審査要件から除外した。 

 

 ５－２－２／適用除外 

同上 

 

５－３．管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物多様性や 

 労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っている。 

 

 ５－３－１／妥当である  

同社で作成した小冊子「希尐野生植物の手引き」を従業員に配布するとともに、地域の専門家による

「レッドリスト種保護」など、森林認証に関する研修・調査を毎年実施している。 

 

 ５－３－２／妥当である 

社有林の作業員対象の「安全衛生教育マニュアル」を整備している。 

また、社内で「労働安全衛生」や「林内作業安全」に関する体系的な研修会を毎年開催しており、「労

働安全衛生についての教育実施記録」として、内容、出席者等が記録されている。 

 

５－４．従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図られている。 

 

 ５－４－１／妥当である 

従業員は、労災保険及び健康保険に加入している。 

なお、請負業者の従業員にも労災保険等への加入を指導するとともに、請負時に確認している。 

 

 ５－４－２／妥当である 

安全衛生管理体制を組織化し、「社有林の作業員対象の安全衛生教育マニュアル」に基づく、安全衛生

教育を実施している。 

毎月、「安全会議」を開催し、各部署から「安全推進状況報告」を受けている。また、定期的に安全パ

トロールを実施し、その結果は「安全パトロール結果報告」にまとめられている。 
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基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進 

 

６－１．緑の循環資源として、認証林産物を多様な用途に有効活用し、地元住民や利害関係者等との

連携を図り、地域経済の振興に努める。 

 

 ６－１－１／妥当である 

平成 16 年に同社社有林が、北海道ではじめて SGEC 森林認証を取得したのを皮切りに、大企業の社

有林などの取得が相継ぎ、地域の国有林や道有林も加わって、網走西部流域の森林の８割が SGEC 森

林認証を取得しているという日本最大の森林認証エリアを形成するにいたっている。 

また、それに呼応して素材生産から製材、加工、流通、建築にいたるまでの流れが形成され、オホー

ツクブランドの認証林産物の流通も始まっている。 

この流れの中心を担ってきたのは、同社である。 

 

 ６－１－２／妥当である 

同社の製材・集成材工場なども分別・表示システム（認証林産物流通システム）を同時取得しており、

地域の他の認定事業体とも連携して、認証林産物の適正流通と販路拡大の中心を担ってきている。 

 

 ６－１－３／妥当である 

同社などの働きかけによって、地元紋別市は、「森林認証によるまちづくり」を掲げ、認証林産物を利

用した住宅への助成を行う「紋別市認証の家モデル住宅支援事業」や公共工事等への認証材の優先使

用など働きかけるまでになってきている。 

昨年、平成 20 年末には、北海道が紋別市に建設した大規模な育成牛舎に、地域の認証林産物が使用

された。 

同社も製材品等の認証林産物の供給に一役かっている。 

 

６－２．市民に自然に触れ合う機会/場所の提供に努めるとともに、入山者に対する環境教育、安全な

どへの指導および対策が整備されている。 

 

 ６－２－１／妥当である 

地元の愛好者などで開催している「紋別スキーマラソン大会」に同社社有林の林道を毎年提供して運

営に協力している。 

また、林道の主要な入り口に案内板を設置するとともに、各所に木製ベンチを設置するなど、市民が

自然とふれあう機会を積極的に提供している。 

 

 ６－２－２／妥当である 

入林者に対する空き缶、ゴミの持ち帰りを呼びかけているほか、不法投棄などを誘引しないように、

巡視活動を行っている。 

 

６－３．森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林においては、適切な対
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応がとられている。 

 

 ６－３－１／妥当である 

同社社有林は、市町村森林整備計画による「森林と人との共生林」の区分はないものの、「森林整備に

関する基本方針」及び「施業指針」で、樹種、林相が多様な北国らしい景観を維持するための除間伐

を行うなど、整備に努めていることを確認した。 

 

 ６－３－２／適用除外 

市町担当者により、同社社有林には、「森林と人との共生林」など、景観保全、生活環境保全のための

森林施業上の制約がある森林に該当していないことを確認した。 

このため、審査委員会により、審査要件から除外した。 

 

 ６－３－３／適用除外 

同社社有林には、林地開発許可基準及び森林施業計画の認定基準に該当するような大規模な森林レク

リエーション施設は設置されていない。 

 

６－４．文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されている。 

 

 ６－４－１／妥当である 

樹種、林相が多様な北国らしい景観を持つ森林であることから、地域の人たちの森林活動や交流の場

として親しまれている。 

なお、同社社有林には、文化的・歴史的に重要な遺跡等はないことを確認した。 

 

 ６－４－２／妥当である 

同社社有林は、地域における SGEC 森林認証のモデル的山林として位置づけられており、多様な施業

が行われている。 

認証取得後、見学者が多数訪れており、要請に応じ視察等を受け入れている。 

 

６－５．対象森林の管理・整備・利用が、地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源として貢献できるよう

努めている。 

 

 ６－５－１／妥当である 

「森林整備の基本方針」及び「環境方針書」において、森林の整備等を通して、二酸化炭素の固定等

に貢献することとしており、森林施業及び木材の有効利用に積極的に取り組んでいる。 

また、地元住民の薪ストーブの燃料として、林地残材を無償提供しており、枝条などもチップにして

林道に敷き込むなど利用をしている。 

なお、自社工場は、間伐材の有効利用を目的としたものであり、人工乾燥機には、木くず焚きボイラ

ーを利用している。 
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 ６－５－２／妥当である 

「環境方針書」で、化石燃料の使用節減に努めることとしており、作業マニュアル等により、従業員

等への指導を行っている。 

 

 

基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１．管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、適宜実施すること。 

モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが図られている。 

 

 ７－１－１／妥当である（向上目標付記） 

前述の「森林資源モニタリング調査」等の他、巡視時及び、保育等の作業完了時にも、それぞれの目

的に応じたチェックリストに基づいたモニタリングを行っており、同社基本方針の実効性の確保、森

林生物多様性情報の収集・保全等の森林管理に活かされている。 

また、施業履歴は、「社有林施業経歴」として記録され、施業計画等管理計画の達成度が評価されてい

る。 

 

７－２．地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行っている場合、そ

の調査に対する協力体制が整っている。 

 

 ７－２－１／妥当である 

第３者機関からの協力要請は、現在のところない。 

協力要請があれば、適切に対応するという意志を確認した。 

 

７－３．対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業 

 種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されている。 

 

 ７－３－１／妥当である 

記録は「社有林施業経歴」として年度ごとに整理されている。被害については、前述の通り。 

 

７－４．森林管理計画とモニタリング結果は、情報の機密性を尊重するが、その概要については一般

に公開することを原則とする。 

 

 ７－４－１／妥当である 

同社では、ホームページを開設しており、インターネットなどを通じて森林認証の取得状況を公開し

ている。 

また、生物調査やモニタリング結果などは、要請に応じて、提供する準備を整えている。 
 


